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１．入退院支援加算 

No 《問》 《回答》 

１ 「Ａ２４６」入退院支援加算において、留意事項通

知の（２）のタに規定する「患者の意思決定支援や

退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家族

や親族との連絡が困難であること」に該当し、かつ、

患者の意思を確認することができない場合は、（３）

に規定する「患者及び家族と症状や退院後の生活も

含めた話合い」及び（６）に規定する「文書で患者

又は家族に説明」はどのように対応すればよいか。 

「患者の意思決定支援や退

院後の生活に向けた調整を

行うに当たって、家族や親

族との連絡が困難であるこ

と」に該当する理由や連絡

を試みた経緯等を診療録等

に記載すればよい。また、こ

の場合においては、必要に

応じて、患者の退院に向け

た支援をする者等に説明を

行う等の対応を行うこと。 

２ 「Ｂ００５－１－２」介護支援等連携指導料は、同

一日に「Ｂ００５」退院時共同指導料２の注３に規

定する多機関共同指導加算を算定する場合は算定

できないが、介護支援等連携指導料に該当する指導

を、多機関共同指導加算を算定する日と同一日に行

った場合は、施設基準通知第 26 の５の１の（５）

に規定する「Ａ２４６」入退院支援加算１の要件で

ある介護支援等連携指導料の算定回数に含めてよ

いか。 

含めてよい。 

 


